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7 月 10 日（木）に、子どもたちが各職業のやりがい等を学び、望ましい職業観を育むことを目的として、職

業学習を下記の通り開催いたしました。今年度は 8 種類の職業の講師の方々にご協力いただき、８講座を開

催しました。 

《講座一覧》 

 職種・職業 講座名 

１ 
MICE事業・国際交流センター 

フィルムコミッション事業 
世界と繋がる仕事 

２ 情報・通信業 好きを突き詰めたらこうなりました 

３ 
コンサルタント・ 

ビジネスアーキテクト 
コンサルタントという職業について 

４ 消防士 職業学習～消防士について～ 

５ 会社経営者・医療法人監事 夢は限りなく。後悔しない仕事の選び方 

６ 助産師 いのちに向き合う助産師の仕事 

７ 
事業企画・NPO法人の運営・ 

パラスポーツのイベント企画など 
職業名や肩書きを意識しないで、働く 

８ 
営業/製造業 

グラブ職人 
物づくりの仕事を通して 

 

《生徒の振り返りより》 

〇どんなに大変なことでも続けられるのは、やりがいや楽しさがあるからなんだなと感じた。どんなものごと

でも前向きに取り組んでいけば楽しいと感じて天職に就けるということを学んだ。今からがんばって挑戦し

て経験を積んで視野を広げたい。 

〇初めて知ることだけでなく、知っていたことの理解を深められることができた。仕事内容以外にも、それに

対する思いや人生、生き方などを熱く語ってくださったことで、より自分の考え方を広めることができた。

今回学んだことや得たことをこれからの生活に生かしていけるようにしたい。 

〇「運と縁を生かす」という言葉と「Think positive」という言葉は、これからの人生において心にとめてお

きたい言葉だと思った。また、好きなことを突き詰めたきた講師の方から、前向きに考えることによって人

生は楽しくなることを教わった。 

〇職業講話を通して、職に就くことに前向きな気持ちになることができたので、家でもっと調べたり、親に話

を聞いてみたりしたいと思った。 

 

 

 

 

      「２年職業講話」を終えて      職業講話担当 

 



～千葉市より給食費・学校徴収金の口座振替のお知らせ～ 
○7 月 25 日(金)は給食費等の第２期振替日、8 月 25 日(月)は第 3 期振替日です。前日までに

口座残高の確認をお願いします。 

第２期の引き落としができない場合は、8 月 15 日(金)に再振替を行います。 

（学校給食費に係るお問い合わせ 市保健体育課 電話 ２４５－５９０９） 

９月のカウンセリングルーム開室予定 

【８月】

11 日（月・祝）山の日 

12 日（火）～15（金）学校閉庁日 

27 日（水）28 日（木）夏季学習相談 

【９月】 

１日（月）夏休み明け全校集会 

     防災訓練  

     テスト前部活動停止～７日 

２日（火）給食開始 

４日（木）職員会議 

５日（金）円卓会議 

８日（月）前期期末テスト一日目 

９日（火）前期期末テスト二日目 

10 日（水）市英語発表会 

11 日（木）学年会 

16 日（火）市教研 

19 日（金）市総合展科学部門（～21 日） 

22 日（月）生徒会役員選挙 

23 日（火・祝）秋分の日 

26 日（金）市駅伝大会 

29 日（月）ﾗ ﾌｪｽﾀ ｱｳﾄｩﾝﾉ 2025 

     （吹奏楽部参加） 

開室時間 

火曜・木曜  

10：30～16：15  

①10：30～11：15 

②11：30～12：15 

③13：40～14：25 

④14：35～15：20 

⑤15：30～16：15 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

※  の日が 

開室予定日です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

○千葉市サポートセンターより 

千葉市内の小・中学校等は、７月 21 日（月）「海の日」から８月 31 日（日）までが夏季休業
日となります。子どもたちにとって、たくさんの経験や体験ができる時期ですが、開放的 な気分
になり、羽目をはずしてしまう場面も増え、「飲酒」「喫煙」「薬物乱用」「インターネットトラブル」
など様々なトラブルに巻き込まれる可能性も高まります。青少年が犯罪に巻き込まれたり、気が付
いたら加害者になっていたりということがないよう 青少年の見守りへのご協力をお願いいたしま
す。以下の内容は、青少年健全育成条例で定められていることの一部です。 

１ 深夜外出の制限 （第 23 条・第 23 条の２） 
２ 深夜における入場の禁止等 （第 23 条の３） 
3 インターネット接続機器の管理に係る保護者の責務 （第 23 条の５の２） 

〔引用：千葉県「青少年健全育成条例のしおり」〕 
 

 
 

○打瀬公民館（ベイタウンコア）よりお知らせ 

自習室の開放における中学生の利用は午後 5 時までとなっています。公共の施設ですので、
ルールとマナーを意識して利用するようにしてください。 

○ベイタウン夏祭りボランティア募集のお知らせ 

８月 30 日（土）のベイタウン夏祭りにおいて、「グリスロ・ウェルビーイング屋台」がボラ
ンティアを募集しています。興味のある生徒は当日テントで声をかけてください。 


